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（
町
民
税
務
課
）

　
毎
年
１
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま

で
の
１
年
間
に
農
業
を
営
み
、
農
産

物
の
販
売
金
額
に
よ
る
収
入
等
が
あ

っ
た
方
は
、
申
告
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

　
今
年
度
も
次
の
と
お
り
、
農
業
所

得
確
定
申
告
に
お
け
る
事
前
相
談
会

を
実
施
し
ま
す
。

○
日
時

・
２
月
７
日
（木）
・
８
日
（金）

　
午
前
９
時
～
午
後
６
時

（
正
午
～
午
後
１
時
を
除
く
）

・
２
月
９
日
（土）

　
午
前
９
時
～
午
後
４
時

（
正
午
～
午
後
１
時
を
除
く
）

○�

場
所
　
役
場
２
階
　
第
２
会
議
室

○
相
談
内
容

　	

農
業
所
得
確
定
申
告
に
お
け
る
収

支
内
訳
書
の
事
前
作
成
の
相
談
受
付

○
持
参
す
る
物

・
農
業
所
得
申
告
書
類

・
収
入
が
わ
か
る
も
の

（
出
荷
伝
票
、
通
帳
等
）

・
必
要
経
費
が
わ
か
る
も
の

（
領
収
証
、
通
帳
等
）

・
計
算
機
、
筆
記
用
具

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
税
務
Ｇ

　
☎
（84）
１
９
６
６
（
直
通
）

	

（
町
民
税
務
課
）

　
交
通
事
故
な
ど
第
三
者
（
自
分
以

外
）
の
行
為
が
原
因
で
負
傷
等
を
し

た
場
合
、
加
害
者
が
被
害
者
の
医
療

費
を
負
担
い
た
だ
く
の
が
原
則
で
す
。

　
こ
の
場
合
、
被
害
者
が
保
険
証
を

使
う
と
き
に
は
、
法
令
に
基
づ
き
届

出
が
必
要
で
す
。

　
国
民
健
康
保
険
や
後
期
高
齢
者
医

療
に
加
入
の
方
で
、
第
三
者
行
為
に

よ
り
負
傷
等
を
し
、
保
険
証
を
使
用

す
る
（
使
用
し
た
）
場
合
、
速
や
か

に
町
民
税
務
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

○
第
三
者
行
為
と
は

・
相
手
が
い
る
交
通
事
故

・	

他
人
の
飼
い
犬
に
噛
ま
れ
た
、
他

人
に
殴
ら
れ
た
等

○�

こ
の
よ
う
な
場
合
も
届
け
出
が
必

要
で
す

・	

誰
か
が
運
転
す
る
車
に
同
乗
中
の

自
損
事
故

・
ご
自
身
の
過
失
が
大
き
い
事
故

・
相
手
が
不
明
の
事
故

○
保
険
証
が
使
え
な
い
と
き

・	

業
務
上
の
負
傷
や
病
気
（
労
災
保

険
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
）

・	

相
手
と
取
り
決
め
や
示
談
を
し
て

し
ま
っ
た
場
合
（
示
談
内
容
に
よ

り
ま
す
。
）

・
け
ん
か
や
泥
酔
に
よ
る
傷
病
等

	

（
町
民
税
務
課
）

　
国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
の
年
金
か
ら
の
お
支
払

い
は
、
口
座
振
替
へ
切
り
替
え
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　
１
月
31
日
（木）
ま
で
に
手
続
き
す
る

と
、
平
成
31
年
４
月
分
の
年
金
か
ら

の
支
払
い
が
中
止
さ
れ
、
７
月
か
ら

口
座
振
替
に
よ
り
お
支
払
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。
口
座
振
替
の
依

頼
が
済
ん
で
な
い
場
合
、
併
せ
て
手

続
き
い
た
だ
き
ま
す
。

　
ま
た
、
前
述
の
期
限
を
過
ぎ
て
手

続
き
を
さ
れ
た
場
合
は
、
６
月
分
以

降
の
年
金
か
ら
中
止
さ
れ
ま
す
。

※	

既
に
、
変
更
の
申
し
出
を
さ
れ
て

い
る
方
の
手
続
き
は
不
要
で
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
税
務
Ｇ

　
☎
（84）
１
９
６
６
（
直
通
）

	

（
町
民
税
務
課
）

	

（
健
康
福
祉
課
）

　
平
成
30
年
中
に
普
通
徴
収
（
現
金

納
付
又
は
口
座
振
替
）
に
よ
り
納
付

さ
れ
た
国
民
健
康
保
険
税
、
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
、
介
護
保
険
料
を

確
定
申
告
の
社
会
保
険
料
控
除
に
利

用
す
る
場
合
に
添
付
す
る
確
認
書
を

役
場
各
担
当
窓
口
に
て
交
付
し
ま
す
。

　
な
お
、
役
場
で
確
定
申
告
を
さ
れ

る
方
は
、
確
認
書
の
添
付
は
必
要
あ

り
ま
せ
ん
。

○
交
付
時
間

　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

（
役
場
開
庁
日
の
み
）

○
交
付
場
所

・
国
民
健
康
保
険
税
納
付
確
認
書

　
町
民
税
務
課
　
③
窓
口

・	

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
納
付
確

認
書
　
町
民
税
務
課
　
③
窓
口

・
介
護
保
険
料
納
付
確
認
書

　
健
康
福
祉
課
　
⑦
窓
口

○
お
問
い
合
わ
せ

・
町
民
税
務
課
　
税
務
Ｇ

　
☎
（84）
１
９
６
６
（
直
通
）

・
健
康
福
祉
課
　
高
齢
者
支
援
Ｇ

　
☎
（84）
０
０
０
６
（
直
通
）

	

（
町
民
税
務
課
）

　
◯福
（
マ
ル
福
）
と
は
、
小
児
・
妊

産
婦
・
ひ
と
り
親
・
重
度
心
身
障
害

者
が
医
療
機
関
に
か
か
っ
た
場
合
の

医
療
費
を
助
成
す
る
制
度
で
す
。

　
要
件
に
該
当
す
る
方
で
、
ま
だ
、

申
請
さ
れ
て
な
い
方
は
、
町
民
税
務

課
ま
で
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

○
小
児
　
高
校
３
年
生
ま
で
の
子

○
妊
産
婦

　
母
子
手
帳
の
交
付
を
受
け
た
方

○
ひ
と
り
親

　	

18
歳
未
満
の
子
と
そ
の
親
、
20
歳

未
満
の
一
定
の
障
害
を
持
つ
子
と

そ
の
親

○
重
度
心
身
障
害
者

　	

身
体
障
害
者
手
帳
１・２
級
の
交
付

を
受
け
た
方
、
身
体
障
害
者
手
帳

３
級
の
内
部
障
害
の
交
付
を
受
け

た
方
、
知
能
指
数
が
35
以
下
と
判

定
さ
れ
た
方
、
身
体
障
害
者
手
帳

３
級
か
つ
知
能
指
数
50
以
下
の
交

付
を
受
け
た
方
、
障
害
年
金
１
級

に
該
当
さ
れ
た
方
、
特
別
児
童
扶

養
手
当
１
級
の
対
象
と
な
っ
た
方

※	

所
得
基
準
が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳

し
く
は
、
町
民
税
務
課
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
町
民
Ｇ

　
☎
（84）
１
９
６
５
（
直
通
）

農
業
所
得
確
定
申
告
に
お
け

る
事
前
相
談
会
の
お
知
ら
せ

国
民
健
康
保
険
、後
期
高
齢

者
医
療
制
度
の
第
三
者
行
為

に
よ
る
被
害
届
に
つ
い
て

国
民
健
康
保
険
税
と
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
の
納
付
方

法
は
選
択
で
き
ま
す

確
定
申
告
用
保
険
税
等
の
納

付
確
認
書
を
交
付
し
ま
す

医
療
福
祉
費
支
給
制
度

◯福（
マ
ル
福
）に
つ
い
て

町の情報をメールマガジン
で発信しています。
ぜひご登録を！

※通信費は個人負担
　となります

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
町
民
Ｇ

　
☎
（84）
１
９
６
５
（
直
通
）


